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神奈川労働局労働基準部長による 

建設工事現場パトロールを実施します 

―6 月３０日（火）神奈川大学みなとみらいキャンパス建設現場― 

神奈川労働局（労働局長 園田 宝）では、令和２年度全国安全週間準備期間の労働

災害防止対策の一環として、神奈川労働局労働基準部長による建設工事現場パトロール

を実施します。 
 

１ 趣旨  

神奈川労働局管内の建設業における労働災害による死亡者数は２年連続 10 人となり、死傷者数（休

業４日以上）も令和元年は 808 人と前年に比べ 81 人増加しました。また、本年は、緊急事態宣言解

除後の建設現場において新型コロナウイルス感染症対策の徹底が求められています。 

神奈川労働局では、全国安全週間（7 月 1 日から 7 月 7 日まで）を迎えるに当たり､労働基準部長が

直接指揮をとって建設現場における労働災害防止・熱中症・感染症対策を推進する趣旨で、新型コロナ

感染症対策等を積極的に取り組んでいる建設工事現場パトロールを公開現場として実施することとし

ました。 

２ パトロールの概要（公開現場） 

（１）日  時  令和２年 6 月３０日（火）午前９時１５分から午前１０時３０分 

            （ 報道関係者集合時刻 午前９時 ） 

（２）パトロール対象現場   

名 称  株式会社竹中工務店 神奈川大学みなとみらいキャンパス建設現場 

所在地  横浜市西区みなとみらい４丁目５番１号 

集合場所 第５ゲート前 （別添現場案内図参照） 

（３）実 施 者 神奈川労働局（神奈川労働局労働基準部長、安全課長、健康課長ほか）職員計４名 

３ 取材上の留意事項 

建設工事現場に入っての同行取材となることから、安全確保等の観点上、事前申し込みが必要で

す。取材を御希望の方は、別添期限までに担当までお申し込みください。なお、工事現場内でのカ

メラ・写真撮影（ただし静止画に限り、動画、映像は不可。）等について、工事現場係員の指示に

従ってください。また、取材にあたっては、必要最小限の人数でお願いします。 

パトロール先（株式会社竹中工務店横浜支店）作成による留意事項「報道機関の皆様」について

は、必ず読了の上、順守されますようお願いします。 

４ 配布資料 「建設工事現場パトロールのスケジュールについて」（別添） 
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建設工事現場パトロールのスケジュールについて 

 

１ パトロール先：  株式会社竹中工務店 

           神奈川大学 MM キャンパス建設工事現場  

          （横浜市西区みなとみらい４丁目５番１号） 

 

２ 日  時：   令和２年 6 月 30 日（火）午前９時 15 分から午前 10 時 30 分 

 

３ 集合場所：   上記現場第５ゲート前 ※案内図参照 

           （工事現場内には、現場職員の方が案内していただけます。） 

 

４ スケジュール 
① ９：００   報道関係者現地集合時間（工事現場第５ゲート前） 

② ９：15 ～ ９：30  概況説明等     【取材できます。】 

③ ９：30 ～ 10：15 建設現場パトロール 【同行取材は、できません。】 

④ 10：15 ～ 10：30 神奈川労働局労働基準部長による講評、健康課長説明 

（熱中症、感染症対策） 【取材できます。】 

 

 ※記者同行可能場所 

（取材は、②概況説明等、④神奈川労働局労働基準部長による講評等で実施できます。） 

 ※集合場所、集合時刻、取材範囲等は現場の状況により変更することがあります。 

 

５ 取材時における留意事項 

  工事現場内では、神奈川労働局職員及び現場職員の指示に従うほか、以下の事項に

ご留意願います。 

（１）工事現場内でのカメラ・写真撮影（静止画に限る）等については、係員の指示に

従ってください。動画、映像の撮影は、ご遠慮ください。また、建物外観（外部が一

部でも写真に入る場合も含む）の撮影も、ご遠慮願います。 

（２）腕章等報道関係者であることを明示するものの着用をお願いします。 

（３）現場パトロールに同行される場合、靴はパンプスやヒールの高いものは避け、動

きやすいものでお願いします。 

（４）新型コロナ感染症防止対策のため、入場時には現場職員による検温、手指のアル

コール消毒を受けていただく他、現場内での移動、撮影等に際しては、持参されたマ

スクの着用、３密（密閉、密集、密接）防止のため対人間における離隔距離の確保を

図った上で、取材をされるようお願いします。 

（５）上記の他、パトロール先の株式会社竹中工務店横浜支店「報道機関の皆様」によ

り、取材をお願いします。 

 

６ その他 

  安全確保等の観点から取材には事前申し込みが必要です。 

  別紙の「取材申込書（ＦＡＸ送信票）」を令和２年 6 月２９日（月）正午までに以

下の担当者までＦＡＸで御提出ください。 

連絡先：神奈川労働局労働基準部安全課（℡045-211-7352 内線 60８２）担当 永吉
ながよし

 

 

                ※ ＦＡＸ ０４５－２１１－００４８ 

 



 

 

 

 
令和２年 6 月  日 

（取 材 申 込 日） 

神奈川労働局 労働基準部 

 安 全 課  御中 

 

 令和 2 年 6 月 30 日に実施される神奈川労働局長による建設工事現場安全パトロール

について、下記のとおり取材申込を行います。 

 

記 

 

会社・支店（支局）名 
 

参加記者職氏名 
 

連絡先電話番号 

 

 

※ 準備等の都合がございますので、6 月２９日（月）正午までに御連絡をお願いいたし

ます。 

 

 

（ＦＡＸ送信先） 

     神奈川労働局労働基準部安全課 

      ＦＡＸ ０４５－２１１－００４８ 
担当 安全専門官 永吉 浩一 
（電 話 ０４５－２１１－７３５２） 

 

 

 

 

取 材 申 込 書 

（ＦＡＸ送信票） 


